
お問い合わせ

公益財団法人ふくい女性財団

DVの知識・相談経験を持つふくい女性財団職員が
生徒対象に県内高校等で行う無料の講座です。

〒918-8135 福井県福井市下六条町14-1（福井県生活学習館内）
0776-41-4254 fujho-zai-soudan@f-jhosei.or.jp

HP…https://www.f-jhosei.or.jp/

福井県健康福祉部児童家庭課委託事業

DV防止
啓発教育講座

DV(デートDV)について正しく知り、
被害者にも加害者にも
傍観者にもならないために。

1 内容

2 実施期間

3 講師

4 費用負担等

5 派遣依頼方法

・DV、デートDV防止の基礎学習 ・DV、デートDVの現状 など

令和8年4月～令和9年3月

DVに関する知識、相談経験を持つ当財団職員

・講師の旅費等は当財団が負担します。
・主催者でしていただくことは講座時間の確保、当日の運営（会場設営等）です。
（資料の準備等は当財団で行います）
・実施後のアンケート回収にご協力ください。
・講座終了後10日以内に実績報告の提出をお願いします。

・まずは、電話やメールでお問い合わせください。
・開催希望日1か月前までに別紙様式をふくい女性財団まで提出してください。
(様式はふくい女性財団HPからダウンロードできます)

SNSでの被害、
性的同意などの
内容も交えながら
お話します。

殴る、蹴るだけが
暴力ではありません。
もしかしたらそれって
デートDVかも？

メッセージを
すぐに返さないと
不機嫌になる…

スマホを勝手に
チェックされて、
連絡先を消された

「別れるなら
死んでやる」

って脅された

嫌がっているのに
ハグやキスを
してくる

他の女の子と
話さないで
と言われた…


